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福島県後期高齢者医療広域連合財務規則（抜粋） 

 

 

   第６章 契約 

    第１節 一般競争入札 

（一般競争入札の参加資格） 

第７９条 一般競争入札に参加することができる者は、福島県後期高齢者医療広域連合規

約（平成１９年福島県指令市町村第１４９８号）第２条に規定する関係市町村のいずれ

かにおいて一般競争入札に参加する資格を有する者とする。 

 

 （入札保証金） 

第８０条 広域連合長は、一般競争入札を行う場合は、これに参加しようとする者（以下

「入札者」という。）に対し、その者が見積る入札金額の１００分の５以上の入札保証

金を納めさせなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、入札

保証金の全部又は一部を免除することができる。 

(1) 入札者が、保険会社との間に広域連合を被保険者とする当該入札に係る入札保証保

険契約を締結しているとき。 

(2) 令第１６７条の５第１項の規定に基づき、広域連合長が定める資格を有し、過去２

年間に国（公社又は公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくす

る契約を３回（工事又は製造に係る契約で契約金額が１，０００万円以上のものにつ

いては２回）以上締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者で、その者が契約

を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。 

 

（契約保証金） 

第９９条 令第１６７条の１６の規定による契約保証金の額は、契約金額の１００分の１

０以上の額とし、契約締結の際に納入し、契約履行後一定の期間内に返還する旨及び当

該保証金については利息を付けない旨を契約しなければならない。ただし、単価により

契約を行うものについては、契約の目的となる給付の種類、数量、期間等に応じて別の

定めをすることができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部

を免除し、又は一部を減額して契約を締結することができる。 

(1) 契約の相手方が、保険会社との間に広域連合を被保険者とする履行保証保険契約を

締結したとき。 

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。 

(3) 令第１６７条の５第１項及び令第１６７条の１１第２項の規定により定められた資

格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去２年間に国（公社又は公

団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を３回（工事又

は製造に係る契約で契約金額が１，０００万円以上のものについては２回）以上締結

し、これらをすべて誠実に履行しており、かつ、契約を履行しないこととなるおそれ
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がないと認められるとき。 

(4) 法令の規定に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。 

(5) 物品売払いの契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。 

(6) 契約金額が１００万円を超えない随意契約を締結する場合において、契約の相手と

なるべき者が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。 

(7) 随意契約を締結する場合において、契約の目的又は性質からみて契約保証金を納め

させることが適当でないと認められ、かつ、契約者が契約を履行しないこととなるお

それがないとき。 

３ 第８１条の規定は、第１項に規定する契約保証金についてこれを準用する。ただし、

債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、広域連合が確実と認める金融

機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律第２条第４項に規定す

る保証事業会社をいう。以下同じ。）の保証を付したときは、契約保証金に代わる担保

の提供が行われたものとみなす。 

 


